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Tax Analysis 
 

 
1 不良資産処理税制シリーズその 4：古いものを打破し、新しいものを打ち立てる——企業破産に関する税務事項についての分析（上） 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2023/deloitte-cn-tax-tap3752023-zh-230524.pdf 

不良資産処理税制シリーズその

5：古いものを打破し、新しいも
のを打ち立てる——企業破産に関
する税務事項についての分析

（下） 
 
不良資産処理税制シリーズその 41では、企業の破産・清算段階において、税

務機関が債権者として主張する租税債権、及び破産財産における各種債権の弁

済優先順位に焦点を当てて分析したが、本 Tax Analysisでは、引き続き、企
業破産プロセスにおいてよく見られるその他の税務事項について分析を行う。 
 
破産手続開始後の納税申告 
 
現行の「中華人民共和国企業破産法」（以下、「企業破産法」）と「中華人民

共和国租税徴収管理法」（以下、「租税徴収管理法」）には、破産手続開始後

の納税申告に関する明確な規定がない。ただし、「企業は、破産手続開始後も

その主体資格が存続するため、破産手続開始後に生じる納税義務については、

原則として一般規定に従い納税申告を行うべき」というのが一般的認識であ

る。これは、国家税務総局が 2019年に公布した第 48号公告（「国家税務総
局による租税徴収管理に関する若干事項の公告」、以下、「48号公告」）に
も述べられている。各税目に関する現行の法律法規から見て、企業の破産・清

算を対象として設けられた特別規定（例：企業所得税法における企業清算関連

の特別規定）を除き、殆どの場合において、破産企業は一般企業と同じ納税申

告規則に従う必要がある。 
 
正常な経営状態にある企業とは異なり、破産手続開始後の企業は通常、特殊な

状態にある。例えば、経営活動が停滞し、重大な債務超過状況に陥り、新規に

発生する租税公課を適時に納付することができないといった状況が想定され

る。実務上、一部の税務機関は破産企業の特殊性への配慮として、破産企業に

適用する納税申告関連の規定を適宜調整（例：月次申告から四半期ごとの申告

への変更を許可する）しているが、総じて言えば、破産企業を適用対象として
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2 「租税徴収管理法」第 31条：「特別な事由により納税者が期限通りに税金を納付できない場合、省・自治区・直轄市の国家税務局・地方税
務局の承認を経て、納税の延期について承認を得ることができる。ただし、延納期間は最長で 3ヶ月を超えてはならない」。 
「租税徴収管理法実施細則」第 41条：「租税徴収管理法第 31条にいう「特別な事由」は、納税者に発生する以下のいずれかの状況を指す。
（1）不可抗力により納税者が大きな損失を被り、その正常な生産・経営活動が重大な影響を受けた場合、（2）当期において、従業員への賃
金給与や社会保険料の支払いを経て、残りの貨幣資金では、納付すべき税金を全額納付するのに不足している場合。 
3 現状、破産企業を対象として設けられた租税上の特別措置も存在するが、その数が少ない。例： 
財税[2001]157 号：「企業が法律に従って破産宣告を行った後、従業員が当該破産企業から取得した一括補償金は、個人所得税が免除される」。
財政部、税務総局公告 2021年第 17号：「企業が関連法律法規に従って破産を行った場合、債務弁済に充てられる破産企業の土地、不動産の
所有権のうち、債権者（破産企業の従業員を含む）が接収したものは契税（不動産取得税）が免除され、非債権者が接収したものは、一定の

条件を満たした場合、契税の免除または半減徴収を受けられる。 

設けられる納税申告政策が欠けており、また、納税申告の一般的ルールは破産

企業の実情に適合しない可能性がある。例えば、破産企業が経営難により、破

産手続開始後の新規に発生する税金を期限通りに支払うことができないケース

において、企業は「租税徴収管理法」における「特別な事由により納税者が期

限通りに税金を納付できない場合の特別規定2」に基づき、税務機関に納税の

延期を申請できるが、列挙されている申請事由に破産手続が含まれていないこ

とから、破産企業が納税の延期申請について税務機関から承認を受けられるか

否かは、一定の不確実性が存在する。 
 
類似のケースとして、破産手続開始後の納税申告において、適格企業は依然と

して一般的な租税優遇措置或いはその他の特別政策（例：債務再編、資産再編

などに係る所得税或いは増値税関係の特別政策3）の適用を受けられるが、こ

れらの政策は様々な法律法規及び規範化文書に散見されており、且つ破産企業

を対象として特別に設けられた政策ではないため、破産企業における税負担の

軽減に大きく寄与することが難しく、破産手続の推進に影響をもたらす可能性

がある。税金影響額の大きい破産案件において、債権者、債権者委員会、債務

者、清算チーム及びその他の機関と緊密なコミュニケーションを維持しつつ、

政府・法院連携メカニズムを通じて、コンプライアンスを大前提として、行政

機関に特別な支援措置を求めることが対応措置として考えられる。 
 
非正常経営企業認定の解除、発票用紙の申請・受領と発票の発行 
 
破産手続の開始後、破産財産を管理・処分する権利は破産管財人へ引き継が

れ、その後の破産管財人の行動により納税義務が発生（例：破産財産の競売時

に買受人に発票を発行することになる場合など）し、発票用紙の受領・使用と

発票発行の必要が生じる可能性がある。上記の状況に対応するため、48号公
告では、「破産企業が契約履行と生産経営の継続、或いは財産処分のために発

票を発行する必要がある場合、破産管財人は規定に従って、当該企業の名義で

発票用紙を申請・受領し、発票の発行或いはその代行を実施できる」と規定さ

れている。しかし、実務上、破産企業が破産手続に入る前に、すでに経営難に

より税金を期限通りに納付できなくなっていることから、税務機関によって非

正常経営企業と認定され、発票用紙の受領・使用資格が取り消されたケースが

多く見られる。現行税法の規定により、非正常経営企業認定を受けた納税者は

納税義務の不履行について処罰を受け、未納分の税額を申告・納付し、罰金を

納めれば、租税徴収管理システムにおいて非正常経営企業認定が自動的に解除

され、発票用紙の受領・使用資格が回復する。ただし、非正常経営企業認定を

受けた破産企業にとって、これらの条件を達成することは非常に難しい。なぜ

なら、ほとんどの破産企業は債務超過状態にあり、所轄の税務機関に行政罰の

過料を納付する余裕がなく、また、「企業破産法」第 16条（人民法院が破産
申請を受理した後、債務者が破産手続を経ずに特定の債権者に対して債務を弁

済する行為は無効とされる）により、破産企業が弁済において過料の納付を優

先する行為は無効と認定される可能性がある。 
 
上述の要因により、実務上、多くの破産企業にとって非正常経営企業認定の解

除が難しく、その結果、発票用紙の申請・受領と発票の発行ができなくなり、

破産手続の進行に支障をきたすことがよく見られる。この状況を考慮し、 
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一部地域の税務機関は破産企業向けの非正常経営企業認定の解除手続を簡素化する規定を定めた。例えば、国家税務総

局北京市税務局は 2020年に「破産手続の利便化及びビジネス環境の最適化の更なる推進に関する公告」（国家税務総局
北京市税務局公告 2020年第 4号）を公布し、「人民法院による破産申請の受理日以前に、債務者が所轄税務機関に非
正常経営企業認定を受けた場合、破産管財人が人民法院による破産申請受理の裁決書と破産管財人選任証明書を以て、

所轄税務機関に非正常経営企業認定の解除を申請できる」と明確に定めた。当該公告は、税法と破産法両方の規定を考

慮しつつ、破産管財人が破産手続を順調に進められるようにした。留意点として、当該政策はまだ全国に普及していな

いため、実務上、破産管財人は現地の税務機関とコミュニケーションを取り、現地の実務を確認する必要がある。 
 
租税債権保全処分の取り消しと強制執行手続の中止 
 
債権者の利益を守るするため、「企業破産法」は第 19条で、「人民法院が破産申請を受理した後、債務者の財産を対象
とする保全処分は取り消さなければならず、執行手続は中止しなければならない」と規定している。保全処分の取り消

しとは、債務者の財産に対する差押、押収、凍結などの措置が効力を失い、当該財産の法的属性が保全処分実施前の状

態に回復することである。これにより、破産管財人は当該財産を接収し、債務者の財産に加え、管理する権利を有する。

従って、人民法院が破産申請の受理を決定する前に、司法機関や行政機関がすでに債務者の財産に対して保全処分或い

は強制執行手続を取った場合、人民法院が破産申請の受理を決定した後、当該保全処分或いは強制執行手続の取り消し

又は中止が求められる。人民法院は、破産申請を受理する前に当事者の強制執行手続申請を受理した場合においても、

発効した判決、裁決、支払命令などを執行機関に交付してはならず、また、実施中の強制執行手続（例：凍結、預金振

替、押収、財産売却など）を中止しなければならない。 
 
「租税徴収管理法」における租税債権保全と強制執行に関する規定を踏まえて見ると、現行の税法規定と上記の破産法

規定との間の整合性や対応関係に欠けている4。例えば、「租税徴収管理法」及びその実施細則の規定において、「租税

債権保全処分の取り消しは、定められた期限内で滞納税額を納付する場合に限られる」と定められているが、企業の破

産による影響への言及はない。その結果、一部の破産案件において、破産手続の開始前に実施された租税債権保全処分

を如何に取り消すかは、各当事者にとって対処に困る課題となる可能性がある。 
 
上述の状況を考慮し、国家発展改革委員会、最高人民法院、財政部、国家税務総局ほか 13機関が 2021年 2月に共同で
「破産手続における破産管財人の業務遂行及びビジネス環境の更なる最適化の推進と保障に関する意見」（発改財金規

[2021]274号。以下、「274号通達」と略称）を印刷・公布した。274号通達により、破産管財人は、人民法院による破
産申請受理の裁決書と破産管財人選任証明書を以て、関連機関や金融機関に破産企業の財産を対象とする保全処分の取

り消しを申請でき、関連機関は破産法の規定に従って業務の遂行に当たらなければならない。この規定は、破産法と税

法との整合性問題をある程度解消し、人民法院による破産申請の受理前に実施された租税債権保全処分の取り消しに利

便性と保障を提供するものとなっている。 
 
再生企業の納税信用回復 
 
信用主導型の新しい市場監督管理体制の確立と整備、及び信用遵守共同奨励措置・信用喪失共同懲戒制度の普及に伴い、

納税信用等級は企業の生産経営に影響を与える重要な指標の 1つとなっている。殆どの破産企業は破産手続きに入る前
に、既に D級納税者と認定されているが、「納税信用管理弁法（試行）」によれば、D級納税者は税務機関によるモニ
タリングの重要対象となり、税務機関とその他の行政機関による共同懲戒措置を受け、また、D級評価は認定から 2年
間キープされ、3年目は A級評価の対象外となる（B級までしか上がらない）。従って、企業再生により経営難から脱
却し、新しいスタートを切るよう目指す破産企業にとって、納税信用評価を適時に回復しないと、再生期間中の活動に

おいて低い納税信用等級からマイナスの影響を受け、経営難からの脱却という目標の達成に不利となる。 
 
再生企業の納税信用回復をサポートするために、274号通達により、再生或いは和解手続きにおいて、税務機関が法に
従い租税債権の弁済を受けた後、破産管財人或いは破産企業は税務機関に納税信用の回復を申請することができる。税

務機関は、人民法院が発行した再生計画の許可或いは和解協議の認可についての裁定書を以て、対象企業の納税信用等

級を評価しなければならない。その後に公布された「国家税務総局：納税信用の評価と回復に関する事項についての公

告」（国家税務総局公告 2021年第 31号）において、再生企業の納税信用回復に便宜を与える措置が定められた。例え
ば、「納税申告やその他の税務資料の提出を期限通りに行わなかった」などの評価指標について、適格の再生企業が納

税信用の回復を申請する際に、「30日以内に是正完了」とみなして加点され、より早い信用回復が見込める。また、D
級評価に直結する重大な信用喪失行為などの評価指標について、適格の再生企業が納税信用の回復を申請する際に、

 
4 税務調査の手続規定により、執行過程において、企業の破産清算手続が開始し、且つ完了しない場合、稽査局局長の承認を得て執行手続を中
止することができる具体的に「税務調査案件の処理手続規定」（国家税務総局令第 52号）、「税務調査作業規程」（国税発［2009］157号）
を参照してください。 
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「申請直前の連続 12ヶ月において納税信用喪失行為を行っていない」という制限が緩和される。これらの措置は、企業
の再生における積極的な税務コンプライアンスの確保による納税信用等級の素早い回復、低い納税信用等級による企業

の経営活動への悪影響の回避、及び破産の苦境からの脱却に寄与することが期待される。 
 
司法競売の税金負担に係る論争 
 
司法競売は破産財産の処分においてよく利用される手法である。過去の破産事例において、司法競売の関連公告或いは

契約書に「財産譲渡や名義変更手続きによって発生する全ての租税公課は、買い手が負担する」という旨の条項がよく

見られるが、これに起因して、破産企業と破産財産の買い手の間の税金負担を巡る論争に発展し、ひいては破産手続き

の進行を遅らせることがよく見られる。税法の規定により、財産譲渡において、買い手と売り手はそれぞれ一定の納税

義務を負う可能性があるため、「司法競売による財産譲渡或いは名義変更にかかる租税公課は、規定に従い、買い手と

売り手が分担すべきであり、公告或いは契約書に「全ての租税公課は買い手が負担する」と定めるべきではない」とい

う見解は少なからず存在する。国家税務総局はこの問題について、2020年に開いた第 13期全国人民代表大会第 3回会
議の第 8471号提案への回答において、「司法競売にかかる租税公課は法に従い各主体が負担すべきという規定の実施を
確保し、司法競売公告において買い手が全ての租税公課を負担するよう求める条項を禁止すべき」と述べた。一方、

「司法競売公告における上述の条項は、租税公課の経済上の負担者を定めるものであり、税法上の納税義務者の判定に

影響を与えるものではない」という見解も存在する。この見解は、2021年における広東省仏山市のある司法裁判5にお

いて裁判所の支持を得た。この案件では、買い手が司法競売で不動産を購入しており、且つ競売公告において「（対象

物件の）取引過程で発生する税金は買い手が負担する」と明記されている。売り手は不動産譲渡に係る増値税、土地増

値税などの税金（注：これらの税金の納税義務者は売り手）について、買い手が負担するよう求めたが、買い手は上記

の第 8471号提案への回答を引用し、納税義務者として買い手が納付すべき税金（注：本件の場合、契税・印紙税のみ）
のみを負担すべきと主張した。裁判所は、「競売公告における税金負担の関連条項は、税金の経済上の負担者を定める

ものであり、納税義務者の判定に影響を与えるものではなく、租税歳入の減少を引き起こすものではなく、租税の強制

性を損なうものではない」として、当該条項は合法的且つ有効であると裁定し、売り手の請求を容認し、不動産譲渡に

係る増値税、土地増値税などの税金を買い手が負担するよう判決を下した。 
 
上述の判例から見て、司法競売における税金の負担に係る論争は今後も続くと予想される。従って、企業或いは投資家

は、破産資産の司法競売における税金の問題を分析する際に、税法の規定のみならず、民事協議或いは司法競売公告に

おける租税公課の負担に関する約定も考慮すると同時に、各地域における租税徴収管理及び司法実務の規定も踏まえて、

その影響を考慮する必要がある。特に、税金影響額の大きい資産の処分において、司法競売における租税公課の負担を

巡って、取引双方の意見の相違や論争が起きやすく、関連する資産の処分には慎重な態度を以て望む必要がある。また、

売り手が納税義務者として負担すべき租税公課を買い手が負担することになった場合、買い手は関連する租税公課支出

を損金算入できないという問題が発生する可能性が高いため、当該コストを購入計画に織り込む必要がある。  
 
結論 
 
不良資産処理税制シリーズその 4と 5を通じて、企業破産によく見られる税務事項について分析を行ったが、破産企業
に発生する税務上の問題はこれらに留まらず、例えば、破産手続に続く企業清算、登録抹消などの手続きには、法令に

よる明確化が待たれる税務事項（例：清算期間における租税優遇の適用資格、及び関連する税金計算ルールなど）が少

なからず存在する。近年、行政機関は企業破産における租税面の問題を重要視しており、48号公告、274号通達などの
公布を通じて、破産法と税法との間の整合性を向上させるために積極的且つ有益な試みを行い、破産企業における租税

面の問題解決と企業破産メカニズムの健全化の推進に寄与した。企業及び投資家は、引き続き政策の動向に留意すると

同時に、司法・行政機関と密接な交流を維持し、破産実務で発生した租税面の問題及び企業側の合理的な要望を適時に

伝え、当局側と共に企業破産に関する租税ルールの整備を推進し、破産メカニズムの役割を十分に発揮させることで、

企業破産政策の「古いものを打破し、新しいものを打ち立てる」という本来の目的を真の意味で実現するよう努めるこ

とが推奨される。 
 
 

 
5 広東省仏山市三水区人民法院（2021）粤 0607民初 151号民事判決。 
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